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上山市立地適正化計画とは 

 我が国では、急激な人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代など誰もが安心できる

健康で快適な生活環境を実現すること、また、財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能

とすることが大きな課題となっており、このような背景を踏まえ、平成 26 年８月に都市再生特別措

置法が改正され、「立地適正化計画制度」が創設されました。 

 本市においても、今後更なる人口減少の進行が予測されています。市民がいつまでも安全・安心

で快適に暮らせるコンパクトなまちづくりを進めるため、立地適正化計画を作成し、まちなかの拠

点性や利便性を高め、便利な暮らしを選択できる都市構造への転換を目指します。 

 

届出制度について 

 上山市立地適正化計画の作成に伴い、立地適正化区域内（都市計画区域内）において、都市再生特

別措置法に基づく届出が義務付けられ、各誘導区域外における誘導施設の整備や一定規模以上の開

発行為等を行う場合は、市への届出が必要となります。 

 本市の各誘導区域の範囲は、次ページのとおりです。 
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■都市機能誘導区域・居住誘導区域 
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■居住誘導区域外における事前届出制度 

 居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、居住誘導区域外において一定規模以

上の開発行為又は建築行為を行う場合は、着手する 30 日前までに本市へ届出を行うことが義務付

けられています。（都市再生特別措置法第 88 条） 

 なお、届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図るうえで支障があると

認められるときは、事前調整を行ったうえで、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告

を行うことがあります。 

・届出が必要な行為 

開発行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し、３戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 

 

 

「届出が必要となる場合のイメージ」 

 

 

  

３戸以上の住宅開発・新築 １戸で 1,000 ㎡以上の開発行為 
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■都市機能誘導区域外における事前届出制度 

 都市機能誘導区域外における誘導施設の立地の動向を把握するため、都市機能誘導区域外におい

て誘導施設に位置づけられた施設を開発・建築する場合は、着手する 30 日前までに本市へ届出を行

うことが義務付けられています。（都市再生特別措置法第 108 条） 

 なお、届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図るうえで支障が

あると認めるときは、当該届出に係る事項に関し、立地を適正なものとするために必要な勧告をす

る場合があります。（都市再生特別措置法第 88 条第 3 項、第 108 条第 3 項） 

 

■誘導施設について 

 各都市機能誘導区域内で誘導施設として設定する施設は下表のとおりです。 

 

■都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に係る事前届出制度 

 都市機能誘導区域内において誘導施設を休廃止する場合は、休廃止の 30 日前までに市への届出

が必要です。（都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項）
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届出の要否の確認 

 住宅又は誘導施設の開発行為、建築等行為、休廃止の内容や場所によって、届出の要否が異なります。 

以下の表を確認してください。 

 

都市機能誘導区域内 
都市機能誘導区域外 

居住誘導区域内 

居住誘導区域外 

都市計画区域内 

住 

宅 

開
発
行
為 

３戸以上の住宅の建築目

的の開発行為 
不要 不要 

必要 

（P６参照） 

１戸又は２戸の住宅の建

築目的の開発行為で、

1,000 ㎡以上の規模の

もの 

不要 不要 
必要 

（P６参照） 

建
築
等
行
為 

３戸以上の住宅を新築し

ようとする場合 
不要 不要 

必要 

（P６参照） 

建築物を改築し、又は建

物の用途を変更して３戸

以上の住宅とする場合 

不要 不要 
必要 

（P６参照） 

誘
導
施
設 

開
発
行
為 

誘導施設を有する建築物

の建築の用に供する目的

のもの 

不要 
必要 

（P７参照） 

必要 

（P７参照） 

建
築
等
行
為 

誘導施設を有する建築物

の新築、もしくは建築物

の改築・用途を変更して

誘導施設を有する建築物

とする場合 

不要 
必要 

（P７参照） 

必要 

（P７参照） 

休
廃
止 

誘導施設を休止又は、廃

止しようとする場合 

必要 

（P８参照） 
不要 不要 

※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物を言い、寄宿舎や老人ホームは含みません。 

※誘導施設とは、「上山市立地適正化計画」で定める施設を言います。詳細はＰ４をご確認ください
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居住誘導区域外での住宅の開発行為・建築等行為（都市再生特別措置法による） 

●対象となる行為 

 立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、以下の要件に当てはまる開発行為及び建築等行為に

ついて届出の対象となります。 

【開発行為】 

①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000 ㎡以上の規模のもの 

【建築等行為】 

①3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建物の用途を変更して 3 戸以上の住宅とする場合 

※開発行為・建築等行為を同時に行う場合もそれぞれに届出が必要となります。 

※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物を言い、寄宿舎や老人ホームは含みませ

ん。 

 

 

 

●提出書類（1 部 提出）   

・開発行為の場合 

届出書：様式第 10（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 1 号関係） 

添付図書： ①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の周辺の公共施設を表示する図書 

（位置図 等：縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図 

（建物配置図 等：縮尺 1/100 以上） 

③求積図 

（面積が確認できるもの） 

・建築等行為の場合 

届出書：様式第 11 （都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 2 号関係） 

添付図書： ①敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図：縮尺 1/100 以上） 

②住宅等の 2 面以上の立面図、各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③求積図（面積が確認できるもの） 

・上記の届出内容を変更する場合 

届出書：様式第 12（都市再生特別措置法施行規則第 38 条第 1 項関係） 

添付図書：上記それぞれの場合と同様 

  

【届け出を要しない軽易な行為】 

都市再生特別措置法施行令第 27 条の規定により、住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に

供する物の建築の用に供する目的で行う開発行為、住宅の新築又は建築物を改築もしくはその用途を変更し

て住宅棟とする行為については、届出を要しない軽易な行為となります。 
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都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為・建築等行為（都市再生特別措置法による） 

●対象となる行為 

 立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外において、以下の要件に当てはまる開発行為及び建築等行

為について届出の対象となります。 

【開発行為】 

 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的のもの 

【建築等行為】 

 誘導施設を有する建築物の新築、もしくは建築物の改築・用途を変更して誘導施設を有する建築物とする

場合 

※誘導施設が含まれる建築物はすべて対象となります。 

 

 

 

●提出書類（1 部提出） 

・開発行為の場合 

届出書：様式第 18（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 1 号関係） 

添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該の周辺の公共施設を表示する図書 

（位置図 等：縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図 

（建物配置図、平面図 等：縮尺 1/100 以上） 

③求積図 

（面積が確認できるもの） 

 

・建築等行為の場合 

届出書：様式第 19（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 2 号関係） 

添付図書： ①敷地内における建築物の位置を表示する図面（配置図：縮尺 1/100 以上） 

②建築物の２面以上の立面図、各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③求積図（面積が確認できるもの） 

 

・上記の届出内容を変更する場合 

届出書：様式第 20（都市再生特別措置法施行規則第 55 条第 1 項関係） 

添付図書：上記それぞれの場合と同様 

 

 

 

 

 

【届出を要しない軽易な行為】 

都市再生特別措置法施行令第 35 条の規定により、誘導施設を有する建築物で仮設の者の建築の用に供する

目的で行う開発行為、誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築又は建築物を改築若しくはその用途を変

更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為については、届出を要しない軽易な行為となります。 
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都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止（都市再生特別措置法による） 

●対象となる行為 

 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する行為について届出の対象となります。 

※誘導施設が含まれる建築物はすべて対象となります。 

 

●提出書類（1 部提出） 

届出書：様式第 21 （都市再生特別措置法施行規則第 55 条の 2 関係） 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

※記入例 

令和４  １ ３１ 着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

上山市 ○○ △△番地の△  （外○○筆） 

      ３，０００ 

令和４  ３  ２ 

      一戸建て住宅 

令和５  １ ３１ 

１０区画 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□設計 担当：○○ 

TEL：023-〇〇〇〇-〇〇〇〇 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

※記入例 

令和４  １ ３１ 着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

令和４年 ３月 ２日 

令和５年 １月３１日 

１０戸 

株式会社□□設計 担当：○○ 

山形県上山市△△△ 

TEL：023-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

 

上山市 〇〇 △△番地の△ 

宅地 

１０００㎡ 

共同住宅 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

 

※記入例 

令和４  ２ ２０ 着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

令和４  １ ３１ 

・住宅用区画数の変更（１０区画⇒９区画） 

令和４  ３ ２０ 

令和５  １ ３１ 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

令和４  １ ３１ 着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

上山市 ○○ △△番地の△ （外◇◇筆） 

※記入例 

５００ 

飲食店 

令和４  ３  ２ 

令和５  １  １ 

株式会社□□設計 担当：○○ 

山形県上山市△△△ 

TEL：023-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

 

４００ 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

※記入例 

着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

上山市 ○○ △△番地の△  

令和４  １ ３１ 

宅地 

５０００㎡ 

デイサービスセンター 床面積：２５００㎡ 

令和４年 ３月 ３日 

令和５年 １月３１日 

飲食店（床面積：５００㎡） 

株式会社□□設計 担当：○○ 

山形県上山市△△△   TEL：023-〇〇〇〇-〇〇〇〇 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

※記入例 

着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

令和４  ３  １ 

令和４  １ ３１ 

・土地の面積の変更（５，０００㎡⇒４，５００㎡） 

令和４  ４  １ 

令和５  １ ３１ 
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    ※上記様式は、上山市ホームページよりダウンロードできます。 

  

※記入例 

令和５  ３  １ 

山形県上山市△△△ 

株式会社□□□□□ 

代表  上山 太郎 

電話番号：０２３－◇◇◇－◇◇◇◇ 

着手の 30 日前までに提出をお願いします。 

小規模多機能ホーム◆◆◆ 

小規模多機能施設 

○○ △△番地の△ 

 
令和５  ４  １ 

当該建設物は廃止後取り壊し予定 
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上山市立地適正化計画 届出に関するＱ＆Ａ 

 

●届出の対象となる区域について 

Ｑ. 誘導区域の詳細な範囲はどこで確認できますか？ 

A. 詳細な区域の範囲は、上山市建設課備え付けの誘導区域図又は上山市ホームページでご確認

ください。 

Ｑ. 敷地が誘導区域内外にわたる場合、届出は必要ですか？ 

A. 届出対象行為を行おうとする敷地の一部でも、居住誘導区域内又は都市機能誘導区域内であ

れば、届出は不要です。 

Ｑ. 都市計画区域外では、届出は必要ですか？ 

A. 都市計画区域外は立地適正化計画区域外となるため、届出は不要です。 

 

●届出の対象となる行為等について 

Ｑ. 「開発行為」とはどういったものですか？ 

A. 「開発行為」とは、都市計画法第４条第１２項の規定による建築物の建築の用に供する目的

で行う土地の区画形質の変更をいいます。 

 「建築物」とは、建築基準法第２条第１号で規定するものをいいます。 

Ｑ. 「建築等行為」とはどういったものですか？ 

A. 建築物基準法第２条第１３号に規定する「建築物」の新築、改築又は用途を変更することを

指します。 

Ｑ. サービス付高齢者向け住宅や社員住宅の場合は、「住宅」に該当しますか？ 

A. 実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り

扱います。 

Ｑ. 仮設建築物は届出対象になりますか？ 

A. 仮設建築物は届出対象になりません。期間限定の催し等において、一時的誘導施設の用途と

なる場合も対象となりません。また、仮設のための開発行為も同様です。 

Ｑ. 一部に誘導施設を含む複合施設は、届出対象になりますか？ 

A. 一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。 

Ｑ. 休止と廃止の違いは何ですか？休止の場合の休止期間はどのくらいですか？ 

A. 施設の再開の意思がある場合は休止、意思がない場合は廃止となります。 

 

●その他全般について 

Ｑ. 届出に関する罰則はありますか？  

A. 届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、３０万円以下の罰金

に課せられる場合があります。（都市再生特別措置法第１３０条） 

 


